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業務職給料表新旧対応表
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業務職給料表新旧対応表

●
平
成
２５
年
度
給
与
改
定
清
掃
労
組
要
求
に
対
す
る
当
局
回
答

清
掃
労
組
要
求
書

当
局
の
考
え
方

２
�
人
事
制
度
に
つ
い
て

①

多
種
・
多
様
化
を
続
け
る
清
掃
業
務
の
実
態
や
、
区
民
の
期
待
や
要
望

に
十
分
応
え
る
た
め
に
も
統
括
技
能
長
及
び
技
能
長
の
設
置
基
準
を
改
善

し
増
員
す
る
こ
と
。

○

統
括
技
能
長
職
及
び
技
能
長
職
の
増
員
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
の

実
態
を
踏
ま
え
、
各
任
命
権
者
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

②

昇
任
選
考
に
積
極
的
に
応
募
で
き
る
職
場
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ

と
。

○

昇
任
選
考
の
運
用
面
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
に
お
い
て
適
切
な
対

応
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

③

人
材
育
成
の
観
点
か
ら
技
能
長
業
務
の
研
修
期
間
等
を
考
慮
し
た
配
置

を
す
る
な
ど
、
メ
ン
タ
ル
面
で
の
困
難
を
抱
え
る
職
員
が
生
じ
な
い
よ
う

職
場
環
境
の
改
善
や
予
防
策
を
講
じ
る
こ
と
。

○

人
材
育
成
や
職
場
環
境
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
に
お
い
て
適
切
に

対
応
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

④

統
括
技
能
長
職
・
技
能
長
職
の
昇
任
選
考
に
あ
た
っ
て
は
、
２３
区
統
一

的
な
選
考
を
実
施
す
る
こ
と
。
も
し
く
は
清
掃
特
例
や
派
遣
制
度
の
活
用

等
で
人
事
交
流
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
。

○

統
括
技
能
長
職
及
び
技
能
長
職
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
に
お
け
る

人
事
管
理
・
事
業
方
針
等
に
基
づ
い
て
選
考
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
統

一
選
考
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
も
の
で
は
な
い
。

○

人
事
交
流
に
つ
い
て
は
、
本
人
希
望
と
各
特
別
区
の
人
事
管
理
上
の

判
断
を
前
提
と
し
て
い
る
中
で
、
制
度
的
な
対
応
は
困
難
で
あ
る
。

⑤

多
様
化
す
る
清
掃
職
場
の
実
態
に
対
応
出
来
る
よ
う
、
現
場
を
熟
知
し

た
技
能
長
区
分
の
新
設
な
ど
の
改
善
を
図
る
こ
と
。

○

現
行
の
４
層
制
の
人
事
制
度
に
お
い
て
、
新
た
な
職
の
分
化
が
見
ら

れ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
任
用
制
度
が
技
能
系
・
業
務
系

職
員
全
て
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
新
た
な
職
を
設
置
す

る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

⑥

設
置
基
準
の
算
定
基
礎
数
に
、「
再
任
用
職
員
・
再
雇
用
職
員
等
を
含
む

こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
２
０
０
８
年
統
一
交
渉
妥
結
を
各
区
が
尊
重

し
、
積
極
的
な
運
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
改
善
す
る
こ
と
。

○

設
置
基
準
の
算
定
基
礎
数
に
再
任
用
職
員
・
再
雇
用
職
員
等
を
含
め

る
か
ど
う
か
は
、
各
特
別
区
の
実
態
を
踏
ま
え
、
各
任
命
権
者
が
判
断

す
る
も
の
で
あ
る
。

⑦

技
能
�
及
び
�
の
職
種
に
従
事
す
る
職
員
の
希
望
に
よ
る
転
職
に
関
わ

る
年
齢
制
限
を
撤
廃
す
る
こ
と
。

○

現
時
点
で
は
見
直
し
を
考
え
て
い
な
い
。

３
�
給
与
制
度
等
に
つ
い
て

①

地
域
手
当
を
廃
止
し
、
本
給
に
組
み
込
む
か
本
給
扱
い
と
す
る
こ
と
。

○

地
域
手
当
は
、人
事
委
員
会
勧
告
に
従
っ
て
措
置
し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
本
給
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

②

技
能
�
・
�
に
関
わ
る
初
任
給
格
付
に
あ
た
っ
て
は
、
身
分
切
替
職
員

と
同
様
に
業
務
を
担
う
以
上
、
身
分
切
替
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
た
改

善
を
図
る
こ
と
。

○

初
任
給
に
つ
い
て
は
、
行
政
系
、
技
能
系
・
業
務
系
を
含
め
、
総
合

的
に
考
慮
し
て
決
定
し
て
お
り
、
技
能
�
・
�
の
初
任
給
の
み
を
改
善

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

③

職
責
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
験
・
知
識
と
も
豊
富
な
職
員
の
区
政

に
対
す
る
貢
献
度
を
職
務
能
力
と
し
て
評
価
し
、
給
与
処
遇
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
。

○

職
員
の
給
与
処
遇
に
つ
い
て
は
、
能
力
・
業
績
及
び
職
責
に
基
づ
く

人
事
・
給
与
制
度
の
構
築
に
努
め
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
職
員
の
能

力
と
成
果
を
的
確
に
、
給
与
処
遇
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
。

⑥

勤
勉
手
当
に
関
わ
り
、
一
律
拠
出
適
用
者
の
拡
大
は
行
わ
な
い
こ
と
。

○

１
級
職
に
対
す
る
一
律
拠
出
割
合
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
能

力
と
成
果
を
的
確
に
給
与
処
遇
に
反
映
し
て
い
く
観
点
か
ら
、
今
後
も

検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

⑧

現
業
系
職
員
の
査
定
区
分
を
技
能
長
以
上
と
技
能
主
任
以
下
と
に
区
分

す
る
こ
と
。

○

昇
給
に
お
け
る
職
員
の
区
分
を
、
技
能
長
以
上
と
技
能
主
任
以
下
と

に
区
分
す
る
こ
と
は
、
現
状
で
は
困
難
で
あ
る
。

⑨

年
齢
に
よ
る
昇
給
抑
制
制
度
を
改
善
す
る
こ
と
。

○

こ
の
間
、
年
齢
に
よ
る
昇
給
抑
制
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

引
き
続
き
、
年
齢
に
よ
る
昇
給
抑
制
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
現
状
で
の

対
応
は
困
難
で
あ
る
。今
後
も
国
、他
団
体
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

⑩

現
行
制
度
の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
及
び
査
定
昇
給
制
度
を
廃
止
し
、
改

め
て
労
使
に
よ
る
十
分
な
協
議
を
踏
ま
え
、
客
観
性
・
合
理
性
・
公
平
性

を
備
え
た
納
得
で
き
る
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
。

○

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向
上
や
行
政
運
営
の
効
率
化
・
活
性
化
を

行
っ
て
い
く
に
は
、
年
功
的
要
素
を
縮
小
し
、
職
員
の
能
力
・
業
績
及

び
職
責
を
的
確
に
反
映
し
た
人
事
・
給
与
制
度
を
構
築
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
勤
務
成
績
を
反
映
さ
せ
る
勤
勉
手
当
の
成
績
率
及

び
昇
給
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

５
�
そ
の
他
の
諸
制
度
に
つ
い
て

①

扶
養
手
当
等
を
改
善
す
る
こ
と
。

○

扶
養
手
当
は
、
人
事
委
員
会
勧
告
に
従
っ
て
措
置
し
た
も
の
で
あ

り
、支
給
額
の
引
上
げ
等
に
つ
い
て
は
、現
状
で
は
対
応
困
難
で
あ
る
。

③

臨
時
職
員
の
賃
金
は
、
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
観
点
か
ら
も
２３
区
統

一
と
し
、
報
酬
額
等
の
改
善
を
図
る
こ
と
。

○

非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
職
員
の
報
酬
額
等
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区

が
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
状
で
の
対
応
は
困
難

で
あ
る
。
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